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この「企画提案審査要領」（以下「審査要領」という。）は、岩手県（以下「県」という。）

が実施する「ライフプランのためのセミナー等企画運営事業」（以下「本業務」という。）に

係る受託候補者を選定するために行う企画提案の審査について、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

１ 審査機関 

(1) 本業務に係る企画提案の審査は、企画提案審査委員会（以下「委員会」という。）にお

いて実施するものとする。 

(2) 委員会は、企画コンペ参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等

について、別途定める審査基準に基づき、審査を行うものとする。 

 

２ 審査項目及び配点 

(1) 審査項目等は次のとおりとする。 

審査内容 審査項目 審 査 基 準 配点 

基本的事項 目的の理解度

及び合致度 

事業目的を理解し、的確な提案となっているか。 10 
15 

事業スケジュールが妥当であるか。 5 

企画提案内容 提案内容の精

度 

結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のラ

イフプラン構想に資するセミナー内容となっている

か。 

10 

75 

新婚世帯のほか、未婚の若年男女に配慮したセミ

ナーの企画運営となっているか。 
10 

ライフプランコンテンツの制作にあたって、専門的

視点から助言を得ることができるか。 
20 

受託者が提案した協議会等が、県、全市町村及び

受託者が参集し、結婚支援や家族・子育て分野に

係る事業の拡大方策や、今後の地域の取組推進

に係る連携方策等を議論できるものであるか。 

20 

SNS の活用など、印刷媒体を見ない人への周知を

行う対応になっているか。 
5 

実施内容について、発想やアイディアが優れてお

り、対象の関心を引きつけるものとなっているか。 
5 

特に評価すべき点や、特に優れた内容が盛り込ま

れているか。 
5 

業務遂行能力 業務実績等 十分な業務実績があり、提案内容を確実に実行で

きると組織体制と認められるか。 
5 5 

見積書 見積額及び積

算の妥当性 

見積限度額以内であり、業務の提案内容と整合性

がとれているか。 
5 5 

計 100 
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 (2)評価基準 

評価結果 
非常に 

優れている 
優れている 平均的 物足りない 

全く満足 
できない 

採用 
できない 

評価割合 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

 ※審査項目ごとに定めた配点について、評価割合を乗じた数を評点とする。 

  

３ 審査方法 

(1) 委員会の委員は、企画提案書等に基づき、個別の審査項目ごとに評価・評点を行い、

それを委員会で合計した総得点により順位をつけて県に報告するものとする。 

なお、総得点が同点の場合には、委員会において合議の上、総合順位を決定するもの

とする。 

(2) 参加者が１者のみであった場合にも、委員会において企画提案書等に基づく審査を実

施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価し、その旨を県に報告するものとす

る。 

 

４ 審査結果の通知 

審査結果については、各参加者に郵送により書面で通知する。 


